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議      長  休憩を解いて再開いたします。              （10時30分） 

 引き続き一般質問を行います。受付番号第９号 鍵和田貴実代君の一般質問

を許します。登壇願います。 

７ 番 鍵 和 田         安全・安心のために同報無線の充実な活用を 

             要旨 質問書のとおり 

町      長  それでは、鍵和田議員の御質問に順次お答えをさせていただきます。同報無 

線につきましては、鍵和田議員御指摘のとおりに、現在、高気密・高断熱と言

われるような住宅もふえて、窓も二重サッシになったりシャッターがついたり

だとかいうことで、風向きや雨音などによって放送していることが聞きづらい

という地域があるということも聞いております。町民の命にかかわる洪水・土

砂災害に関する避難情報などの放送については、５月24日に開催いたしました

水害土砂災害避難訓練で実施させていただきましたように、町民の方々にお知

らせをする重要な内容のときは、今後は約15秒間継続してサイレンを鳴らした

後、放送をさせていただくことになりますので、そのときは大変恐縮ですけど

も、その後に窓を開けるなどして放送を把握していただくことなどや、また町

で取り組んでいる「あんしんメール」の受信の内容を確認していただいたり、

フリーダイヤルを利用していただいたりということで、次の行動につなげてい

ただきたいというふうに思っております。また、サイレンを鳴らした後に避難

情報を発令することにつきましては、今後広報等でも周知をしてまいります。

火災に伴う消防団への対応につきましては、サイレンを30秒鳴らした後に出動

場所を放送しますし、そのことについては消防団と調整を済んでいるところで

ございます。また、一般的な同報無線を利用した広報につきましては、従前ど

おりチャイムの音を鳴らしてから放送させていただきますので、間違えのない

ように今後も努めてまいりたいというふうに考えております。 

 さて、議員の１つ目の質問であります戸別受信機の設置数についてでござい

ますが、現在町施設では、松田幼稚園、松田小学校、松田中学校、町体育館、

寄幼稚園、寄小学校、寄中学校に計７台、地域集会施設等に24台設置をしてお

ります。そのほか自治会長宅に26台、消防団本団、分団長宅に合計12台、一般

家庭に128台として、町内に197台が設置をされてるというふうになります。当
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初普及が進まなかった要因としましては、録音システムがないということや、

外出してるときに放送された内容の把握ができないことなど、放送されたこと

が確認できる表示がないことや、個人負担もあるということが一因というふう

に考えてもおるとこでございます。近年では、そういったことを解消するため

に携帯電話等の「あんしんメール」サービスにより、情報の確認ができるよう

になって、あえて戸別受信機というふうになられていないのも一つの要因かと

いうふうにも思っております。 

 ２つ目の学校・集会施設などにはという御質問についてお答えをさせていた

だきます。同報無線につきましては、平成元年にアナログ無線電波方式により

整備をされたところでございます。総務省の指針により、平成13年度からデジ

タル放送電波方式による同報無線の導入が可能になり、神奈川県下でも平成26

年３月31日末現在で、33市町村中12市町村がデジタル無線電波方式に移行済み

でございます。全国ベースでも約45％の市町村がデジタル無線電波方式に整備

済みとなってるようでございます。全国的にデジタル化に移行が進んでいるこ

とから、本年５月に戸別受信機の今後の納品についてメーカーに確認をしたと

ころ、今まで受注生産によりアナログの戸別受信機を製品化しておりましたが、

アナログ電波方式用の機器の需要の激減し、代替を含む部品の確保が見通しが

つかないということから、受注生産体制の継続ができなくなり、現在個人の方

から要望がありました…町内のですね、町内の個人の方から要望をいただきま

した戸別受信機７台の納品をもって生産を終了するというふうに連絡を受けて

いる次第でございます。戸別受信機の修理につきましては、部品が現存する限

り、平成33年まで可能というふうに報告を受けております。 

 以上のことから、議員の御質問の金融機関や店舗等に戸別受信機を設置する

ことは、今現在としては新規には、残念ながら対応することができない状況で

あります。しかしながら、せんだって町内にある金融機関に防災時の対応につ

いてお伺いをさせていただいたところ、本部からの火災…防災計画に基づき対

応することや、避難誘導担当者が決定しているということなどを確認をさせて

いただいてる次第でございます。また、金融機関により届け出が必要になる場

合もありますが、受付窓口勤務以外の方は携帯の所持ができるということです
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ので、「あんしんメール」の登録につきまして、支店長等にお願いをしたとこ

ろでございます。このようなことから、一朝有事には安全にお客様を避難させ

ていただけるのではないかというふうに確認をしたところでございます。 

 また町内の店舗につきましては、関係者による避難誘導等について、松田町

商工振興会事務局に確認をさせていただきましたところ、今まで訓練は実施さ

れていないというふうなことを聞いております。今後の対応といたしまして、

会議の中でも、もしものときの対応の打ち合わせ、会員皆様の町「あんしんメ

ール」の登録周知と「あんしんメール」登録手順を示した資料について配布を

お願いをしてるところでございます。なお、聞き取りづらい方への対応としま

しては、平成17年からテレフォンサービス、平成22年度からは「あんしんメー

ル」サービス、さらには、平成23年からは神奈川テレビの地上波デジタルテレ

ビのデータ放送を活用をして、町からの情報提供を行っております。本年４月

からは松田町から水害・土砂災害の避難情報…避難準備放送、避難勧告、避難

指示のみとなりますが、発令状況をＮＨＫ等のデータ放送で確認することがで

きるようになっております。 

 また、現在の町アナログ無線電波方式による同報無線の使用について、総務

省では無線設備の耐用年数等を考慮した上で、できる限り早期にデジタル無線

電波方式に移行することとし、きょう現在、使用期限の期日は定められており

ませんが、今のところアナログ電波方式からデジタル無線電波方式に移行して、

新たに追加される機能としては、音声やファクスなど異なる情報を同時に伝送

することが可能であること。戸別受信機につきましては、受信エリアがアナロ

グ電波方式とほぼ同等の程度であるということから、デジタル無線方式に移行

することに大きなメリットが見出せないというふうに、現在のところ判断をし

ているところでございますので、今後といたしましては「あんしんメール」の

情報提供を、携帯電話を持ってる方々については力を入れてまいりたいという

ふうに考えてるところでもございます。 

 総務省の平成25年度通信利用動向調査によりますと、携帯電話等の携帯情報

端末の各世帯の普及率が約95％となり、１家庭に約１台の携帯情報端末がある

時代というふうに聞いております。言いかえますと、「あんしんメール」に登
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録していただければ、各家庭の戸別受信機があるのと同じであります。また、

携帯電話等を持って出られる方も多いので、外出中でも情報を入手し確認する

ことができます。平成27年４月末、当町の「あんしんメール」登録件数が1,90

4件となっておりますので、まずは2,500件の登録を目標として登録促進事務を

行ってまいりたいというふうに考えております。その第一歩として、６月１日

付で松田町「あんしんメール」の登録につきまして、手順を示した資料を各自

治会に回覧をさせていただいた次第でもございます。ただ、何らかの理由によ

って、携帯等を所持されていない方々も当然いらっしゃいますので、現在使用

している戸別受信機を譲り受けることができるなどができたときには、配布が

できないかということも我々としては検討を進めてるということを御報告をさ

せていただきます。 

 今後は、この広報６月号から防犯・消防・防災に関する記事を順次掲載をし

ていきます。ごらんになられた方もいらっしゃると思いますが、「こちら安全

防災担当室」というふうな中で、町のホームページや防災研修会等を通じて、

登録につきまして今後も周知してまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。 

７ 番 鍵 和 田  １番目の設置数については、今お伺いしましたのでよくわかりました。２番 

に入りたいと思いますが、今ですね、デジタル化…今まではアナログ電波方式

からですね、デジタル化になっているというところで、松田だけではなく近隣

の町村…市町村でもですね、これから変えていかなければいけないというとこ

ろで、今現在持っているところの機械というか、戸別のですね、機械がもう既

に配布もできない状態でありますし、また今後使うということがだんだん無理

になっていくというところで、どこのところもやってることなんですが、また

大井町で…ちょっとこれ大井町さんのなんですけど、「あんしんメール」とい

うところでこういうものもつくっています。その中には、大井町さんでは、無

線がよく聞き取れなかったりする場合には、ここに電話番号書いてありますか

らかけてくださいよ。これらは有料なんですね。ありがたいことに、松田町で

は聞き取れない場合にはこちらにかけてくださいよというところでですね、フ

リーダイヤルになってまして、フリーダイヤルですから、各御家庭で何回かけ
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てもわからなくてずっと聞いていても金額的にはかからないよと、親切なとこ

ろは松田の特権ではないかなと思っております。 

 ここ４月からですね、６月の２日までどのぐらいの情報を流していただいて

いるのかと言いますと、やはり放送回数が17回。その中には24日…５月の24日

に避難訓練の情報がかなり一日の間で９回ぐらい流れております。そのほかに、

不明…行方不明の方ですとか振り込め詐欺。また６月２日も最近なんですが、

不審者ですね。開成町におきまして不審者が出ましたということで放送が入り

ましたが、やはり私も聞いておりまして、全く聞こえない状況がありました。

やはり風があったりすると、反対に大井町さんとか開成町のほうから聞こえて

くるのは十分に聞こえてくるんですが、松田から流れているのが全然聞こえて

こない。場所によってはとてもよく聞こえるところはあるんですけれど、それ

がデジタル化になるとどういうところが違うのか。戸別受信機というものはな

くなりますから、当然それにかわるものがデジタルであればいいんですが、そ

ういうものがなく、ただテレビ放送で先ほど町長が言われました、テレビ放送

でデータ…データですね。自分でデータのところを押すといろんな情報が流れ

てくるよ。書いてありますよというのはとてもよいことだとは思うんですが、

ただ私が思うに、皆さん携帯電話を持っていて、お若い方…失礼ですね。高齢

の方も今ではよく携帯電話、操作ができる方もたくさんいらっしゃいますけれ

ど、何がと言った場合にはやはり操作ができない。電話を受けられることがあ

っても、そこに対してのそういう操作方法ができないとか、高齢者の方が安心

して暮らせるというところに私は問題があると思ってます。ですから、一般質

問をさせていただいたんですが、やはりデータをいち早く取得できるのは、会

社に行っていても松田にいる方でも、やはり皆さんできる方は多いんでしょう

けれど、やはりお家の中にいるひとり暮らしの高齢者の方、また御夫婦でです

ね、やはり一人の方が、どなたかが寝たきりになっているとか、やはり情報が

受けられないときがあります。そこのところを私は心配してるわけです。情報

がいつも手に入り情報を持ち歩いているという方々は、私は安全だと思ってお

りますが、やはりザルからですね、落ちそうになった方たち、それをやはり何

とかしてあげなければいけないというのが、やはり安全・安心なまちづくりだ
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と思っておりますので、そこのところが、やはりこれからデータになってしま

うと戸別は置けないよということで町長言われましたけれども、それにかわる

もの、携帯電話ができない方たちをどうしたらいいかとか、そういうところを

ですね、考えていかれるというところで、今現在お考えになってることはあり

ますか。 

安全防災担当課長  ただいまの御質問の「あんしんメール」以外の方法はということでございま 

すが、先ほど町長の答弁の中でもありました、平成23年度からですね、携帯電

話を持ってない方でも、やはりテレビはお持ちかなと思いますので、やはりそ

の中でＴＶＫのチャンネルにしていただいて、ここは先ほどおっしゃっていた

だいたように、少し勉強していただく必要はありますが、ｄボタンというのを

押していただくとですね、松田町というのが登録してあると松田町というペー

ジが出ますので、その中に安全防災情報という欄がありますので、今現在はち

ょっとそういう情報が発信してございませんので、特にその中には入っていま

せんが、いざというときには不審者情報等を含めまして、もちろん災害時の情

報とも含めて、そちらのほうから伝達をするような形にしますので、もしそう

いうような…もし風水害等があったときにはＴＶＫ。または先ほどもありまし

たようにＮＨＫテレビでも、水害・土砂災害に関しては避難準備情報、避難情

報、避難勧告、それから避難指示に関しては、各自治会別に。たまたま昨日で

すね、松田町が午後３時から訓練の日になってましたので、ＮＨＫテレビを見

られた方もいられるかとは思うんですが、その中でやっぱり全国的にこの体制

を神奈川県でもとってきましょうということで、昨日訓練をさせていただいた

んですが、その中でもやはりしっかりと避難情報が出まして、そこの中に、例

えば「○○自治会、何世帯に避難情報を発令しました」という情報も文字で大

きく見えることもできますので、またその隣には避難所の開設した場所。例え

ば町民文化センターとか、そういうような記事も入れられるようになっており

ますので、もしも外の天気等を見ながら不安にもしなられた場合には、そのテ

レビ等をつけていただいて、ただ先ほど言われましたとおり、そこの少しｄボ

タン…リモコンでｄボタンを押してもらって、決定を押してもらうという手順

はありますが、それも、また先ほど高齢の方につきましては、いろいろ各福祉
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課等を通じさせていただいたりして、また老人クラブ等の皆さんに、何か集ま

りがあるときとか機会を捉えさせていただきまして、またそういうような伝達

もしていきたいというふうに…失礼しました。伝達ではなくてですね、そうい

うようなこともできますよということを周知してもらいたいと考えております。

以上です。 

７ 番 鍵 和 田  とてもくだらない質問をして申しわけないです。今私たちは、当たり前のよ 

うにテレビを操作できると、誰でも教えればできるとかというふうにお思いで

しょうけれども、そうでない方。やはり…自分の感覚じゃないんですよね。自

分ができて当たり前ではないんです。できない人のことを考えてあげてくださ

いというところですよね。というのは、データ放送入りますよ。すぐに入りま

すよ。そこでいつも確認してください。朝確認しますか、昼確認しますか、夜

確認しますか。しょっちゅうやってなきゃいけないんですかとか、そういう問

題も多分出てくるかと思うんです。また、それに対して放送を多分してくださ

ると思うんですが、やはり今までのように、不審者、振り込め詐欺とかが、あ

れだけ…あれだけですよ、あれだけ放送されていても、まだ振り込め詐欺があ

る。やはりそれを考えると、不審者ですとか行方不明者ですとか、そういう情

報をしょっちゅう流してなければいけない状況にこれからなっていってしまう

時代も来るかと思うんですね。その中に、地震の情報とか、きょうの朝から…

きのうは地震がありまして夜中に地震がありましたよというふうな、そういう

放送も含めてされるんですが、それが聞こえない人には、じゃあ何言ってるの

かなというのがね、あればいいんですけど、それすら家の中で聞こえてない人

は、放送あった時点でもうわからないというところがあるんですよ。ですから、

そういうところもちょっと鑑みて、もっと細かいところまで配慮していただき

たいなというのがあります。 

 また、今ケーブルテレビがありますので、ＮＨＫとかですね、ＴＶＫとかも

う結構…ＴＶＫなんか結構詳しくね、テレビで放送はしてます。松田の天気か

ら何から情報とかも結構出てきます。催し物とかそういうものも全部見れるよ

うにはなってるんですが、やはりそういう地域にケーブルテレビとかがありま

すので、そちらの面でね、またこれは加入とかいろんな問題で、多分話し合い
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とかいろいろしていく中で、地域と連携をして、この松田町だけではなく、上

郡が連携してそういうケーブルテレビとタイアップしてやっていけたら何とか

なるんではないかなという、そういう考えも私は持っておりますので、やはり

いろんなことを鑑みながら、もう戸別は無理だったら、じゃあそれにかわるも

の、もうしょっちゅうしょっちゅう、本当におしらせ号で、「こういうことや

ってこういうボタンを押してください」ようなね。テレビをお持ちでない方い

らっしゃらないと言いますが、テレビを見ない方も結構いらっしゃるんです。

高齢者の方はね。だからそういうところで周知をしていく。松田の安心のため

に、安全のために皆さんが住みやすいようにしていただくというのは、これは

本当に申しわけありません。答弁をしていただいたんですが、自分のレベルで

はなく、もっともっと大変な方のレベルを重視していただきたい。私はそう思

っておりますので、そのところもう一度、今後ですね。前向きにやっていただ

けるというところで、戸別は無理だとしても、これがどのくらいのところで考

えてやっていただけるのか。そこのところをお答えください。これ町長でお願

いします。 

町      長  御提案も含めてありがとうございます。おっしゃられるのは、本当に十分に 

わかります。その方たちの身になって物を考えるということだと思います。や

はりその身になってみないとわからないことがたくさんあるので、いろんなと

ころで議員の皆様方にはお耳に入ることもあると思うので、今後もそういった

御提案をいただければ、行政としてなかなか目が届かないところに対しても対

応してまいりたいというふうにも考えております。私の就任以来のそんな話も

させてもらいながらですね、デジタル無線化にするんだと。何かそんな旗を振

ってらっしゃるときもありました。そのときのメリットは何なんだろうという

話をしながら、結局放送が入ってきて外からわあわあ言っちゃうということで、

今どき高気密・高断熱の建物があって、二重ガラスになって、普通にやってて

もなかなか聞こえない状況になって、外で入りがよくなったからとなっても意

味がなくないですかといったところからの入りだったんですね。それできょう、

今回答弁させていただいたように、余りメリットがない。それに当初は３億ぐ

らいかかるという話で、そんなにお金かけて何するのというのが今の現状です。
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大分それが半分ぐらいの値段になったという話も聞いておりますけども、先ほ

ど御提案いただいたケーブルテレビさんとの連携によって、今現在ケーブルテ

レビさん自体に、発信するための機械を装備するのに約3,000万ちょっとかか

るというふうには聞いております。ですから、この辺でいうと湘南ケーブルさ

ん。隣へいくとＪ：ＣＯＭ、15チャンネルですよね。ああいったところと連携

をして、同じような情報はできると、各市町が、例えば２市８町で10あります

から、それが２カ所放送局ができるのかにもよりますけどもね。そのお金を分

担すれば、この町自体の費用も大分軽減できるのかなというふうなことも検討

もしなきゃいけないというふうにも考えております。ケーブルテレビからの放

送は、テレビをつけなくてもそれ用の戸別受信機が今度あるんですね。それに

端末でつなげれば、電気だけ…スイッチだけというか、電源だけつながってれ

ば、こっちからの放送が今の受信機みたいに勝手に立ち上がって、放送してく

れるという仕組みもあるというふうに聞いておりますので、今、鍵和田議員か

らの御提案いただいたものもですね、我々もこの町にとって、またこの県西地

域、近隣の市町村と一緒に取り組むべきことだと思いますので、前向きにとい

うか、共同して検討をしてまいりたいと。検討じゃないですね。やれるように、

頑張っていきたいと思います。以上です。 

７ 番 鍵 和 田  今大変、町長からですね、答弁…いい答弁をいただきましたので、これは本 

当に検討ではなく、前向きにするということでですね、それもずるずるずるず

るまた期間が経てしまうと、またこれはそのうちに消えてしまうんではないか

な。私もこれ何回か質問させていただいてることで、それをすると１年、２年

なんかあっという間に過ぎてしまいます。ここのところはまた首長同士がです

ね、連携し合って、何せこの地域を守っていこうというようなところから、ぜ

ひ早めに進めていってほしいと思いますので、そのところはよろしいでしょう

か。もう一度確認。 

町      長  私のほうからぜひ提案をして、皆さんこれからデジタルに移行しなきゃいけ 

ないと思ってる方々もいらっしゃるのかもしれませんので、一つのヒントとし

てそういうような話をしながら、ぜひ一緒にやっていきましょうということは、

私のほうからも話をしたいというふうに思います。以上です。 
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７ 番 鍵 和 田  いろいろ福祉課にもですね、これはみんな高齢の方たちの関係で、またいろ 

いろと話し合いをしていっていただきたいと思いますので、そのときにはぜひ

にですね、なるべく早く、よろしくお願いいたします。終わります。 

議      長  以上で、受付番号第８号 鍵和田貴実代君の一般質問を終わります。 

 本日予定されました日程の全てが終了しましたので、本日の会議はこれにて

散会いたします。なお、午後１時30分より全員協議会を開催しますので、大会

議室に御参集ください。お集まりください。         （10時57分） 


